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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

２
０
０
７
年
が
平
和
で
健
康

で
、
明
る
く
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、

冒
頭
に
祈
念
し
、
新
年
の
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

退
職
者
、
年
金
生
活
者
を
め
ぐ

る
情
勢
は
残
念
な
が
ら
厳
し
さ
を

増
す
一
方
で
す
。
小
泉
内
閣
の
５

年
間
で
、
年
金
、
医
療
、
介
護
な

ど
の
社
会
保
険
制
度
は
改
悪
さ
れ

続
け
ま
し
た
。
総
じ
て
給
付
水
準

が
引
き
下
げ
ら
れ
、
そ
の
反
面
で

保
険
料
、
窓
口
自
己
負
担
額
が
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
上
に
年
金
課
税
の
強
化
に

始
ま
っ
て
老
齢
年
者
控
除
、
各
種

控
除
額
も
廃
止
や
縮
小
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。
定
率
減
税
も
廃
止
さ
れ

て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
所
得
税
の

大
増
税
の
荒
波
に
さ
ら
さ
れ
ま
し

た
。
地
方
税
（
住
民
税
）
も
増
税

さ
れ
て
国
民
健
康
保
険
料
や
介
護

保
険
料
に
も
大
き
く
し
わ
寄
せ
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
私

た
ち
の
暮
ら
し
は
困
窮
化
さ
せ
ら

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

安
倍
内
閣
に
な
っ
て
、
貧
富
の

二
極
構
造
が
更
に
拡
大
す
る
傾
向

で
す
。
特
に
税
制
で
は
大
企
業
や

高
額
所
得
者
の
減
税
優
遇
措
置
を

温
存
し
、
法
人
税
の
引
き
下
げ
・

軽
減
を
は
か
る
な
ど
、
も
は
や
単

な
る
不
公
平
・
不
公
正
論
議
で
は

済
ま
さ
れ
な
い
政
治
、
経
済
、
社

会
の
根
源
的
問
題
を
は
ら
ん
で
い

ま
す
。

勤
労
者
・
退
職
者
・
年
金
生
活

者
と
敵
対
し
、
大
企
業
や
高
額
所

得
者
・
富
裕
層
を
擁
護
す
る
状
況

こ
そ
自
民
党
・
公
明
党
政
権
の
本

質
、
実
体
と
考
え
ま
す
。

本
年
は
特
に
統
一
自
治
体
選

挙
、
参
議
院
選
挙
の
年
で
す
。
民

主
党
機
軸
・
社
民
党
な
ど
に
よ
る

政
権
交
代
を
目
指
す
転
機
と
位
置

づ
け
て
現
退
一
致
を
合
言
葉
に
勝

利
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

比
例
区
で
は
自
治
労
が
擁
立
し

た
「
あ
い
は
ら
く
み
こ
」
氏
の
当

選
を
期
す
と
と
も
に
各
選
挙
区
で

も
そ
れ
ぞ
れ
の
推
薦
候
補
の
必
勝

を
期
し
て
各
県
・
単
会
毎
に
可
能

最
大
限
の
奮
闘
を
期
待
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
強
調
し
た
い
の

は
、
参
議
院
選
挙
に
対
す
る
野
党

が
有
利
と
す
る
楽
観
論
は
禁
物
と

い
う
こ
と
で
す
。
自
民
党
・
公
明

党
の
組
織
力
を
軽
視
し
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
残
念
な
が
ら
自
治

労
の
政
治
活
動
力
も
体
制
側
の
妨

害
で
低
下
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

こ
そ
現
退
一
致
が
極
め
て
重
要
で

す
。ま
た
、政
治
的
な
自
治
労
攻
撃

を
跳
ね
返
す
た
め
に
も
、
率
直
に

言
っ
て
前
々
回
、
前
回
の
票
以
上

を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
日
本
の
平
和

と
民
主
主
義
は
戦
後
６０
年
間
そ
れ

な
り
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ

よ
う
と
す
る
危
機
感
を
私
た
ち
戦

中
派
は
抱
き
ま
す
。
憲
法
改
悪
、

自
衛
隊
の
本
格
海
外
派
兵
、
国
是

と
も
い
う
べ
き
非
核
三
原
則
を
否

認
す
る
動
き
、
愛
国
心
強
要
の
教

育
基
本
法
改
悪
の
動
き
な
ど
許
せ

な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
。
選
挙
戦

に
結
び
つ
け
て
訴
え
を
拡
大
し
ま

し
ょ
う
。

最
後
に
、
組
織
の
２５
万
人
目
標

達
成
、
安
心
総
合
共
済
な
ど
の
福

利
厚
生
事
業
の
一
層
の
充
実
と
発

展
の
た
め
に
、
今
ま
で
以
上
の
取

り
組
む
こ
と
も
強
調
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

皆
さ
ん
、
ご
健
勝
の
う
ち
に
ご

活
躍
の
程
を
お
願
い
し
ま
す
。

謹
ん
で
新
年
の
あ
い
さ
つ
を
申

し
上
げ
ま
す
。

昨
年
９
月
に
安
倍
政
権
が
発
足

し
ま
し
た
。
小
泉
政
権
か
ら
構
造

改
革
路
線
を
継
承
し
、
よ
り
強
力

に
市
場
主
義
的
・
競
争
主
義
的
政

策
を
推
し
進
め
て
い
ま
す
。
格
差

拡
大
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
の
歪

み
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
、
暮
ら

し
は
楽
に
な
る
ど
こ
ろ
か
先
の
見

通
し
が
ま
っ
た
く
た
た
な
い
と
嘆

く
声
が
多
く
聞
か
れ
ま
す
。

政
府
は
景
気
が
回
復
し
た
と
言

い
ま
す
が
、
な
ぜ
そ
の
成
果
を
ま

っ
た
く
実
感
で
き
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
増
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
創
設
や
介
護
保
険
制
度
改
定

に
見
ら
れ
る
負
担
増
、
将
来
が
見

え
な
い
年
金
制
度
な
ど
、
個
々
の

政
策
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
の
根
底
に
は
強
者
優

遇
、
弱
者
蔑
視
の
考
え
方
が
あ
る

か
ら
で
す
。
不
平
等
ど
こ
ろ
か
、

最
近
の
風
潮
は
、
社
会
全
体
が
弱

者
切
り
捨
て
を
容
認
す
る
と
こ
ろ

に
ま
で
至
っ
て
い
ま
す
。

今
、
自
治
労
の
果
た
す
べ
き
役

割
は
何
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
最
前
線
に
身
を

置
き
、
地
域
に
お
い
て
人
々
の
生

活
に
対
し
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
り
ま
す
。

先
輩
方
は
、
自
治
研
活
動
と
し
て

住
民
と
と
も
に
地
域
の
特
性
を
ふ

ま
え
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
追
求
し
、

そ
の
成
果
を
労
使
双
方
の
責
任
に

お
い
て
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
住
民
と
の
信
頼
関
係
を
醸
成
さ

せ
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
は
さ
ら

に
、
こ
の
取
り
組
み
を
発
展
・
強

化
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
不
断
の
努
力
の
積
み
重
ね

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
よ
り
よ
い
地

域
社
会
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
し
、
そ
う
す
れ
ば
お
の

ず
と
社
会
か
ら
の
信
頼
を
回
復
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
私
は
自
治
労
の
存
在
意

義
を
自
治
研
活
動
の
強
化
に
よ
っ

て
証
明
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
地

域
社
会
か
ら
の
信
頼
が
得
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
で
は
、勤
労
者
の
生
活

と
権
利
を
守
り
、
社
会
の
不
条
理

を
糾
す
と
い
う
労
働
組
合
の
本
来

の
使
命
す
ら
全
う
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
で
す
。

今
、
労
働
基
本
権
の
回
復
が
焦

眉
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
自

治
研
活
動
に
よ
っ
て
構
築
し
て
き

た
地
域
社
会
と
の
信
頼
関
係
を
よ

り
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
基
本

権
の
回
復
が
不
可
欠
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
交
渉
力
の
強
化
、
と
り

わ
け
現
場
に
お
け
る
労
使
交
渉
の

実
績
の
積
み
上
げ
が
重
要
な
意
味

を
持
ち
ま
す
。

私
た
ち
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、

暮
ら
し
や
す
い
社
会
を
地
域
レ
ベ

ル
で
つ
く
り
上
げ
、
地
域
と
地
域

の
横
の
つ
な
が
り
を
も
っ
て
、
そ

れ
を
線
で
つ
な
げ
、
や
が
て
全
国

に
拡
げ
て
ゆ
き
、
い
つ
し
か
社
会

そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
で
す
。

そ
の
道
の
り
を
確
固
た
る
も
の
と

す
る
た
め
に
、今
年
夏
の
参
院
選

に
お
い
て
民
主
党
比
例
代
表
組
織

内
候
補
と
し
て
自
治
労
が
推
薦
す

る
「
あ
い
は
ら
く
み
こ
」
の
活
動

を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
ご
支
援
・

ご
協
力
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、

お
願
い
し
ま
す
。

変
革
は
、
先
輩
方
の
貴
重
な
経

験
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
豊
富
な
知

識
を
求
め
て
い
ま
す
。
現
退
一
致

の
取
り
組
み
に
よ
り
、
と
も
に
よ

り
よ
い
社
会
を
地
域
か
ら
つ
く
り

上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

七
月
の
参
議
院
選
挙
を
勝
ち
抜
こ
う

基
本
権
回
復
で
地
域
か
ら
の
変
革
を

ま がら えい きち

眞柄栄吉 自治退
会 長

おか べ けん じ

自治労
委員長岡部謙治

謹賀新年 今年も元気に行きましょう
全
日
本
自
治
体
退
職
者
会
（
自
治
退
）

会

長

眞
柄

栄
吉
（
新

潟

県

退

職

者

の

会

）

副
会
長

樋
口

透
（
全

道

庁

退

職

者

会

）

副
会
長

佐
川
禮
三
郎
（
青

森

県

庁

退
職
者
の
会

）

副
会
長

福
田

利
久
（
自
治
労
横
浜

市
従
退
職
者
会

）

副
会
長

寺
西

盛
雄
（
石
川
県
職
員

退

職

者

会

）

副
会
長

金
原

亘
（
浜
松
市
職
員

退

職

者

会

）

副
会
長

小
橋

年
雄
（
大

阪

市

Ｒ
Ｒ
厚
生
会

）

副
会
長

石
井

卓
郎
（
尾
道
市
職
員

退

職

者

会

）

副
会
長

北
村

良
平
（
高
知
県
職
員

退

職

者

会

）

副
会
長

沼
田

幸
彦
（
自
治
労
佐
賀

県
本
退
職
者
会

）

事
務
局
長

吉
沢

弘
久
（
東
京
・
六
番
町

退

職

者

会

）

会

計

金
井

洪
司
（
東
京
・
合
同

退

職

者

会

）

理

事

藤
田

惣
一
（
全

道

庁

退

職

者

会

）

理

事

三
浦

賢
伍
（
青
森
市
役
所

退
職
者
の
会

）

理

事

田
�

脩
一
（
自
治
労
長
岡
市

退

職

者

会

）

理

事

佐
藤

太
良
（
茨
城
県
職
員

退

職

者

会

）

理

事

中
田

英
雄
（
さ
い
た
ま
市

退

職

者

会

）

理

事

山
本

昭
（
東
京
・
中
央
市

場
退
職
者
会

）

理

事

福
島

恒
男
（
東
京
・
新
宿
区

退

職

者

会

）

理

事

渋
谷

則
久
（
高
岡
市
職
員

退

職

者

会

）

理

事

志
村

忠
（
愛
知
・
名
友
会

）

理

事

三
村

義
夫
（
京
都
市
職
員

退

職

者

会

）

理

事

薮
田

真
一
（
奈
良
県
職
員

退

職

者

会

）

理

事

森
田

勝
（
神

戸

市

従

退

職

者

会

）

理

事

門
脇

美
生
（
松

江

市

退

職

者

会

）

理

事

大
須
賀

治
（
香
川
県
職
員

退

職

者

会

）

理

事

鬼
束

政
人
（
自
治
労
宮
崎

県
本
退
職
者
会

）

理

事

中
村

栄
（
沖
縄
県
職
員

退

職

者

会

）

退
連
事
務

局
次
長

木
村

寛
（
東
京
・
主
税
局

退

職

者

会

）

退
連
幹
事

鈴
木

孝
子
（
東
京
・
町
田
市

退

職

者

会

）

会
計
監
査

三
島

一
郎
（
大
阪
市
職
員

退

職

者

会

）

会
計
監
査

加
藤

政
継
（
自
治
労
長
崎

県
本
退
職
者
会

）

自治労中央機関紙
発 行 所

全日本自治団体労働組合
東京都千代田区六番町１
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（まがら えいきち）１９２９年（昭
和４年）生れ。５３年に新潟県庁に
入職。自治労本部書記次長、財政
局長、書記長を歴任し、８３年総評
事務局長。０３年自治体退職者会会
長、退職者連合会長に就任。

（おかべ けんじ）１９４８年（昭和
２３年）生れ。福岡県中間市役所入
職。８３年から自治労福岡県本部教
宣部長、書記次長、書記長を歴任。
０１年自治労副委員長、０５年８月の
第７６回自治労定期大会（鹿児島）
で自治労中央執行委員長に就任。

退職者会版
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退職者会
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承認年月日会長名会員数単　会　名県本部

２００６年８月９日嶋田　　弘１１１人能代市役所職員退職者会秋　田

２００６年９月１４日和合　利夫９４人伊達職員退職者会福　島

２００６年１月２７日鈴木　武雄１１人久喜市退職者友の会埼　玉

２００６年１月２７日佐渡　忠継１８人千葉市役所退職者会千　葉

２００６年６月１５日古谷　忠勝２４人東海村職員退職者の会茨　城

２００６年９月８日中本　　寛２３人大和高田市職員組合退職者会奈　良

２００６年６月１５日秋月　正文１１人自治労宇和島退職者会愛　媛

２００６年８月２９日徳永　　学４４人南種子町職員労働組合退職者会鹿児島

高齢者・勤労者の目線の政治を高高齢齢者者・・勤勤労労者者のの目目線線のの政政治治をを
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議案１

議案２

議案３

第第３３５５回回
自自治治体体退退職職者者会会
定定期期総総会会

第
３５
回
定
期
総
会
は
０６
年
１１
月
１４
日
、
大
阪
市
「
リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
」

で
開
催
さ
れ
た
。全
国
か
ら
４
３
０
名
を
超
え
る
代
議
員
、傍
聴
者
が
参
加
し
、

議
長
団
に
米
田
（
北
海
道
）、岡
本
（
大
阪
）
両
代
議
員
を
選
出
。
岡
部
自
治
労

委
員
長
、
あ
い
は
ら
く
み
こ
参
議
院
予
定
候
補
、
阿
部
退
職
者
連
合
事
務
局
長

他
の
来
賓
挨
拶
を
受
け
る
と
と
も
に
、
経
過
報
告
、
決
算
報
告
な
ど
を
承
認
。

０７
年
運
動
方
針
な
ど
３
議
案
を
決
定
し
、
役
員
改
選
後
に
総
会
宣
言
を
採
択
し

て
閉
会
し
た
。

０７
運
動
方
針

第
１
号
議
案
「
０７
年
度
運
動
方

針
案
を
吉
沢
事
務
局
長
が
提
案
し

た
。今

年
度
の
運
動
の
具
体
的
な
展

開
を
、
①
年
金
、
医
療
、
介
護
、

税
制
、
地
方
自
治
、
平
和
と
民
主

主
義
、
憲
法
な
ど
の
課
題
・
要
求

に
つ
い
て
は
対
政
府
、
国
会
、
自

治
体
に
働
き
か
け
、
全
国
的
な
運

動
に
積
極
的
に
取
り
組
む
、
②
統

一
自
治
体
選
挙
、
参
議
院
選
挙
を

自
治
労
各
段
階
の
組
織
と
共
闘
し

反
自
民
勢
力
の
躍
進
を
目
指
す
、

③
「
団
塊
の
世
代
」
と
な
る
新
退

職
予
定
者
の
全
員
加
入
や
新
規
単

会
の
結
成
を
通
し
て
２５
万
組
織
を

め
ざ
す
、
④
税
制
度
な
ど
を
テ
ー

マ
に
０７
年
度
地
域
学
習
会
を
開
催

す
る
、
⑤
自
治
退
の
福
利
事
業
を

重
視
し
保
険
事
業
の
拡
大
に
努
め

る
、
な
ど
を
内
容
と
す
る
運
動
の

重
点
目
標
が
提
起
さ
れ
た
。

こ
の
提
案
に
対
し
代
議
員
か
ら

「
反
戦
平
和
の
取
り
組
み
を
退
職

者
会
全
体
の
取
り
組
み
と
し
て
強

化
を
」「
選
挙
戦
は
本
部
と
し
て
の

強
い
方
針
を
」「
不
公
平
税
制
の
是

正
に
向
け
本
部
は
こ
こ
ろ
を
入
れ

た
運
動
を
」「
会
長
の
記
者
会
見
な

ど
で
運
動
の
情
宣
を
」「
年
金
改
悪

に
な
ら
な
い
よ
う
民
主
党
へ
の
働

き
か
け
を
」
な
ど
補
強
的
な
質

疑
、
意
見
を
受
け
、
圧
倒
的
な
拍

手
で
原
案
を
採
択
し
た
。

０７
年
度
予
算

０７
年
度
予
算
に
つ
い
て
金
井
会

計
か
ら
の
①
一
般
会
計
、
②
救
援

・
非
常
争
資
金
特
別
会
計
、
③
役

職
員
退
職
慰
労
金
特
別
会
計
、
④

基
金
積
立
特
別
会
計
、
の
４
会
計

の
提
案
が
さ
れ
、
満
場
の
拍
手
で

決
定
さ
れ
た
。

次
期
総
会
は

新
潟
県
湯
沢
町

次
期
第
３６
回
定
期
総
会
は
０７
年

１１
月
１５
日
（
木
）
新
潟
県
湯
沢
町

「
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ

ニ
」
で
の
開
催
が
決
定
し
た
。

来
賓
・
祝
電

〈
来
賓
の
方
々
〉

自
治
労
委
員
長

岡
部
謙
治

企
業
の
成
長
の
み
を
求
め
る

「
鷹
の
爪
」
を
隠
し
た
安
倍
政
権

で
国
民
の
生
活
は
負
担
や
不
安
を

か
か
え
る
ば
か
り
だ
。「
政
治
の
枠

組
み
」
を
変
え
る
た
め
、
あ
い
は

ら
く
み
こ
さ
ん
を
参
議
院
予
定
候

補
と
し
て
自
治
労
は
組
織
決
定
し

た
。

自
治
労
共
済
理
事
長

人
見
一
夫

参
議
院
予
定
候
補あ

い
は
ら
く
み
こ

退
職
者
連
合
事
務
局
長

阿
部
保
吉

自
治
労
大
阪
府
本
部
委
員
長

蜂
谷
紀
代
美

大
阪
府
副
知
事

三
輪
和
夫

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
（
株
）

広
域
法
人
部
部
長

藤
井
信
彦

〈
祝
電
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉

衆
議
院
議
員
・
仲
野
博
子
／
金
田

誠
一
／
菅
野
哲
雄
／
日
森
文
尋
／

仙
谷
由
人
／
重
野
安
正
／
照
屋
寛

徳
／
森
本
哲
生
／
参
議
院
議
員
・

高
嶋
良
充
／
朝
日
俊
弘
／
峰
崎
直

樹
／
又
市
征
治
／
辻
泰
弘
／
東
京

海
上
日
動
火
災
保
険
（
株
）
社
長

・
石
原
邦
夫

役
員
改
選

０８
年
１１
月
ま
で
の
任
期
で
役
員

改
選
が
行
わ
れ
た
。
役
員
選
考
委

員
会
が
開
催
さ
れ
、
�
野
委
員
長

よ
り
新
役
員
の
提
案
が
さ
れ
、
満

場
の
拍
手
で
承
認
さ
れ
た
（
新
役

員
は
別
項
記
載
）。眞
柄
会
長
か
ら

新
役
員
を
代
表
し
て
運
動
推
進
の

決
意
表
明
が
あ
っ
た
。

退
任
役
員
に

感
謝
状
贈
呈

役
員
改
選
に
あ
た
り
、
本
総
会

で
退
任
と
な
っ
た
役
員
に
眞
柄
会

長
か
ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
た
。

〈
退
任
役
員
〉

副
会
長

岡
田
貞
二
（
全
道
庁
退
会
）

津
田
四
郎
（
福
井
県
庁
退
連
）

�
野
甚
吉
（
鹿
児
島
県
職
退
）

理
事

久
保
秀
生
（
全
道
庁
退
会
）

堀
内
ヤ
ス
子
（
仙
台
市
退
会
）

菅
原
賢
三
（
西
東
京
市
職
労
退
）

戸
島
保
（
山
梨
県
職
退
会
）

相
川
正
次
（
石
川
県
職
退
会
）

中
山
意
志
男
（
和
歌
山
県
職
退
）

森
富
夫
（
徳
島
県
職
退
会
）

会
計
監
査

浦
田
一
郎
（
自
治
労
滋
賀
退
会
）

眞柄会長あいさつ

今
年
は
も
う
我
慢
な
ら
な
い
と
の
思

い
で
９
・
１４
高
齢
者
集
会
で
は
東
京
で

デ
モ
行
進
を
し
た
。
年
金
、
医
療
、
介

護
は
改
悪
の
連
続
で
あ
り
、
安
倍
内
閣

に
変
わ
っ
て
高
齢
者
を
め
ぐ
る
情
勢
は

厳
し
く
な
る
一
方
で
あ
る
。
と
り
わ
け

定
率
減
税
の
廃
止
に
よ
り
庶
民
増
税
を

課
す
一
方
で
法
人
税
減
税
を
画
策
す
る

と
い
う
不
公
平
・
不
公
正
な
税
制
改
悪

は
許
せ
な
い
。
０７
年
に
行
わ
れ
る
統
一

自
治
体
選
挙
、
参
議
院
議
員
選
挙
で
こ

う
し
た
政
治
の
流
れ
を
変
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
退
一
致
の
立
場

で
自
治
労
の
あ
い
は
ら
く
み
こ
参
議
院

選
予
定
候
補
を
推
薦
し
当
選
の
た
め
に

奮
闘
し
よ
う
。

「
あ
い
は
ら
く
み
こ
」の

必
勝
を
期
そ
う
�

参議院選・自治体選で
自治退の力を発揮しよう。

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。昨

年
５
月
に
、
私
・
「
あ
い
は
ら

く
み
こ
」
を
今
年
７
月
に
行
わ
れ
る

参
議
院
選
挙
の
自
治
労
組
織
内
候
補

（
予
定
）
と
し
て
決
定
し
て
い
た
だ

て
以
来
、
私
に
と
っ
て
は
激
動
と
も

言
え
る
月
日
を
過
ご
し
て
お
り
ま

す
。
退
職
者
会
の
み
な
さ
ま
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
知
遇
を
得
、
激
励

を
い
た
だ
い
て
お
り
、
ほ
ん
と
う
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

５
年
間
も
続
い
た
小
泉
政
権
に
よ

る
年
金
課
税
の
強
化
、
定
率
減
税
の

廃
止
、
現
受
給
年
金
の
削
減
を
含
む

共
済
年
金
制
度
の
改
悪
、
医
療
制
度

の
改
悪
な
ど
で
、
高
齢
者
・
勤
労
者

へ
の
負
担
は
ま
す
ま
す
増
え
る
ば
か

り
で
す
。
安
倍
政
権
に
な
っ
て
も
こ

の
勢
い
は
強
ま
る
一
方
で
、
教
育
基

本
法
改
正
の
強
行
採
決
に
始
ま
り
、

「
日
本
の
核
保
有
」
や
「
憲
法
の
改

正
」
な
ど
、
閣
僚
の
言
動
は
、
到
底

容
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
政

治
が
高
齢
者
や
子
ど
も
、
そ
し
て
勤

労
者
に
目
線
を
向
け
て
い
な
い
と
い

う
の
が
、
一
番
大
き
な
問
題
で
す
。

こ
ん
な
政
治
、
社
会
の
ま
ま
で
は
、

孫
や
子
ど
も
た
ち
に
も
未
来
は
あ
り

ま
せ
ん
。
勤
労
者
が
活
き
活
き
と
生

活
で
き
る
政
治
、
高
齢
者
に
目
線
を

向
け
た
政
策
、
子
ど
も
た
ち
が
未
来

に
展
望
の
も
て
る
国
を
つ
く
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
そ
の
こ
と
の
実
現
の

た
め
に
、
自
治
退
、
自
治
労
の
皆
さ

ん
の
ご
支
援
・
ご
協
力
を
い
た
だ
き

な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
国
民
年
金
相

談
員
を
ス
タ
ー
ト
に
す
る
自
治
労
運

動
の
経
験
の
中
で
培
っ
て
き
た
こ
と

を
も
と
に
、
強
い
信
念
を
も
っ
て
私

は
頑
張
る
決
意
で
す
。

私
は
こ
れ
ま
で
「
人
間
、
生
ま
れ

て
き
た
か
ら
に
は
夢
や
希
望
を
持
ち

た
い
。」
こ
ん
な
気
持
ち
で
生
き
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
ん
と
夢
の

も
て
な
い
現
実
な
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
働
く
者
、
高
齢
者
、
子
ど
も

た
ち
が
夢
を
持
ち
心
豊
か
に
暮
ら
せ

る
政
治
を
創
り
あ
げ
た
い
、
と
思
い

ま
す
。「
一
人
一
人
の
力
が
集
ま
っ

て
、
世
の
中
を
変
え
る
力
に
な
る
」

そ
う
確
信
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
お

一
人
お
一
人
の
力
を
出
し
、
政
治
の

流
れ
を
変
え
ま
し
ょ
う
。

今
年
は
私
の
干
支
の
年
で
す
。「
猪

突
猛
進
」
頑
張
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
私

へ
の
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

民主党参議院比例区第６総支部 総支部長

あいはら くみこ

０６
活
動
経
過
、

会
計
報
告
を
承
認

吉
沢
事
務
局
長
が
組
織
現
況
に

つ
い
て
０６
年
９
月
現
在
、
３
７
３

単
会
２
１
３
、９
４
６
名
が
結
集

し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
１
年
間

新
た
に
８
単
会
３
３
６
名
の
新
規

加
盟
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し

た
。
続
い
て
１
年
間
の
主
な
活
動

に
つ
い
て
の
報
告
が
さ
れ
た
。
０６

年
の
決
算
報
告
（
一
般
会
計
、
特

別
会
計
３
会
計
）
を
金
井
会
計

が
、
会
計
監
査
報
告
を
浦
田
監
査

が
報
告
し
た
。

代
議
員
か
ら
は
「
医
療
保
険
制

度
の
７０
歳
以
上
の
負
担
増
の
内
容

や
時
期
」「
安
心
総
合
共
済
の
新
規

加
入
者
を
早
く
単
会
に
も
通
知
せ

よ
」
な
ど
の
質
問
・
意
見
を
受
け

て
そ
れ
ぞ
れ
満
場
の
拍
手
で
承
認

さ
れ
た
。

０６
年
度
新
規

加
盟
単
組

別
表
の
と
お
り
０６
年
度
に
８
単

会
３
３
６
名
が
新
た
に
退
職
者
会

に
加
盟
し
た
。
会
場
の
歓
迎
の
熱

い
拍
手
に
新
加
盟
の
代
表
が
大
き

く
手
を
振
っ
て
答
え
た
。

総
会
場
で
握
手
す
る
眞
柄
会
長
と
あ
い
は
ら
予
定
候
補

�プロフィール�

１９４７年 北海道生まれ
１９６９年 北海学園大学（法学部）卒業
１９８６年 札幌市非常勤職員（国民年金員）
１９９５年 札幌市職特別執行委員
１９９８年 自治労北海道本部執行委員
２００１年 自治労北海道本部副執行委員長
２００３年９月～現在 自治労中央執行委員
党の役職 民主党参院比例区第６総支部長

社会保障制度改悪、不公平税制を許さない

・・・・２００７年１月４日 ［旬刊（１の日発行）・１９５４年４月１７日第三種郵便物認可］号外（２）
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民間 

企業年金 

退職一時金 

公務 

廃止される 
職域部分 

退職手当 

適格退職年金 
厚生年金基金 
確定給付年金 
確定拠出年金 
　　　　など 

退職一時金 
中小企業退職金共済 

特定退職金共済 

　　　　など 

２０１千円（０．６８％） 
２，４１６千円 
（８．８２％） 

２９，８０２千円 
２９，６０１千円 

退職給付水準の官民格差（昨年11月人事院調査） 
安
倍
政
権
は
、
税
制
改
正
で
、

減
価
償
却
制
度
の
改
革
に
よ
り
損

金
に
見
込
め
る
額
を
増
や
し
課
税

対
象
額
を
減
ら
す
措
置
や
、
同
族

会
社
の
留
保
金
課
税
の
縮
減
、
ベ

ン
チ
ャ
ー
企
業
へ
の
投
資
優
遇
の

エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
拡
大
な
ど
、

企
業
の
減
税
と
な
る
税
制
改
正
を

今
年
度
か
ら
実
施
す
る
法
案
を
国

会
に
提
出
す
る
。

今
回
、
こ
れ
ら
の
改
正
を
打
ち

出
し
た
政
府
税
調
は
、
７
月
の
参

議
院
選
終
了
後
に
は
、
現
行
４０
％

か
ら
３０
％
減
税
を
財
界
が
主
張
し

て
い
る
法
人
税
そ
の
も
の
の
引
き

下
げ
を
は
じ
め
、
個
人
住
民
税
の

均
等
割
り
の
引
き
上
げ
、
消
費
税

の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
政
府
は
、
早
け
れ
ば
来
年
度

か
ら
順
次
実
施
す
る
方
向
で
あ

る
。法

人
税
の
減
税
の
第
一
歩
と
な

る
今
年
の
措
置
だ
け
で
も
５
千
億

円
以
上
の
減
税
・
減
収
と
な
り
、

法
人
税
が
１０
％
削
減
さ
れ
れ
ば
４

・
４
兆
円
の
減
収
と
な
り
、
消
費

税
２
％
引
き
上
げ
分
に
見
合
う
。

小
泉
政
権
下
の
０２
〜
０６
年
の
税

制
改
正
で
は
、
企
業
は
１
・
４
兆

円
減
税
と
な
り
、
個
人
所
得
税
は

年
金
課
税
強
化
、
老
年
者
控
除
廃

止
な
ど
の
高
齢
者
負
担
増
や
定
率

減
税
廃
止
で
４
兆
円
の
増
税
と
な

っ
て
お
り
、
企
業
優
遇
・
負
担
軽

減
に
よ
る
減
収
を
、
庶
民
の
増
税

で
補
お
う
と
す
る
自
・
公
政
権
の

税
制
改
正
の
方
向
が
、
安
倍
政
権

に
な
っ
て
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

今
年
の
参
議
院
選
挙
で
民
主
・

社
民
な
ど
の
野
党
勢
力
が
勝
利

し
、こ
ん
な
税
制
改
革
に「
ノ
ー
」

を
突
き
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

所
得
税
か
ら
住
民
税
に
税
源
移
譲

個
人
の
負
担
は
変
わ
ら
ず

昨
年
、
三
位
一
体
改
革
の
一
つ

に
個
人
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税

へ
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
た
た

め
、
今
年
か
ら
税
率
が
所
得
税
は

下
が
り
、
住
民
税
は
上
が
る
。
こ

の
税
制
変
更
は
、
今
年
か
ら
適
用

さ
れ
る
の
で
、
年
金
受
給
者
に
と

っ
て
は
、
所
得
税
の
減
税
は
今
年

の
二
月
支
給
分
か
ら
の
天
引
き

で
、
住
民
税
の
増
税
は
六
月
の
都

道
府
県
・
市
区
町
村
か
ら
の
納
付

書（
納
税
通
知
）に
も
と
づ
く
自
か

ら
の
手
で
の
納
税
で
、
始
ま
る
。

所
得
税
と
個
人
住
民
税
の
税
率

変
更
は
、
年
金
の
課
税
所
得
額
が

１
９
５
万
円
（
年
金
収
入
額
で

は
、
ほ
ぼ
４
０
０
０
万
円
と
な

る
）
か
ら
３
３
０
万
円
の
場
合
、

所
得
税
・
住
民
税
と
も
１０
％
と
変

わ
ら
な
い
が
、
１
９
５
万
円
以
下

の
場
合
、
所
得
税
は
１０
％
か
ら

５
％
と
な
る
が
住
民
税
は
逆
に

５
％
か
ら
１０
％
に
上
が
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
年

金
受
給
者
が
、
所
得
税
の
減
額
、

個
人
住
民
税
の
増
額
と
な
る
が
、

両
税
の
個
人
の
負
担
総
額
は
、
昨

年
と
変
わ
ら
ず
に
同
額
と
な
る
よ

う
に
調
整
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
住
民
税
額
が
算
定
基

礎
と
な
っ
て
い
る
国
民
健
康
保
険

料
、
介
護
保
険
料
な
ど
は
引
上
げ

ら
れ
る
。

政
府
は
昨
年
末
の
閣
議
で
、

２
０
１
０
年
を
め
ど
に
共
済
年
金

を
廃
止
し
厚
生
年
金
に
完
全
に
統

合
す
る
こ
と
を
決
め
、
年
金
の
改

正
法
案
を
今
通
常
国
会
に
提
出
す

る
。こ

の
法
案
は
、
昨
年
４
月
２８
日

の
閣
議
決
定
で
あ
る
「
①
共
済
年

金
の
一
、
二
階
部
分
の
保
険
料
率

に
つ
い
て
の
統
一
（
２
０
１
０
年

に
１８
・
３
％
）、②
共
済
年
金
の
遺

族
年
金
転
給
制
度
の
廃
止
な
ど
、

制
度
的
な
差
異
を
厚
生
年
金
に
統

合
す
る
、③
共
済
年
金
の
三
階（
職

域
）
部
分
を
２
０
１
０
年
に
廃
止

し
、
民
間
の
実
態
に
準
じ
た
新
制

度
を
創
設
す
る
、
④
恩
給
制
度
分

の
給
付
に
充
て
る
追
加
費
用
（
削

減
幅
を
受
給
額
全
体
の
１０
％
未
満

・
最
低
保
障
額
２
５
０
万
円
と
い

う
限
定
付
で
２７
％
）
を
削
減
す

る
」
を
基
に
し
て
い
る
が
、
４
・

２８
閣
議
決
定
の
中
で
「
③
…
民
間

に
準
じ
た
新
制
度
を
創
設
す
る
」

こ
と
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、「
共
済

年
金
の
三
階
（
職
域
）
部
分
を

２
０
１
０
年
に
廃
止
す
る
」こ
と

に
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
昨
年
１１
月
１６
日
に
人

事
院
が
政
府
に
提
出
し
た
「
民
間

の
企
業
年
金
・
退
職
一
時
金
等
の

調
査
結
果
」
を
無
視
し
、
官
民
の

逆
格
差
を
放
置
し
た
ま
ま
共
済
年

金
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
人
事
院
の
調
査
結
果

に
よ
れ
ば
別
図
の
よ
う
に
、「
①
年

金
（
使
用
者
拠
出
分
）、退
職
一
時

金
を
合
わ
せ
た
退
職
給
付
総
額
で

の
官
民
比
較
で
、
民
間
２
、９
８

０
万
円
、
公
務
２
、９
６
０
万
円

で
、
民
間
が
公
務
を
２０
万
円
、
０

・
６８
％
上
回
っ
た
も
の
の
、
ほ
ぼ

均
衡
し
て
い
る
、
②
共
済
年
金
の

三
階
（
職
域
）
部
分
廃
止
後
は
、

退
職
給
付
の
較
差
は
２
４
１
万

６
０
０
０
円
と
な
り
公
務
が
民
間

水
準
を
下
回
る
、
③
主
要
国
の
公

務
員
年
金
は
、
公
務
員
の
専
門
性

・
中
立
性
と
長
期
に
わ
た
り
公
務

に
専
念
で
き
る
よ
う
に
、
い
ず
れ

も
制
度
的
・
実
態
的
に
民
間
よ
り

有
利
と
な
っ
て
い
る
、
④
公
務
の

人
事
管
理
上
か
ら
も
、
厚
生
年
金

と
は
切
り
離
さ
れ
た
新
た
な
年
金

の
仕
組
み
が
必
要
」
と
な
っ
て
い

る
。政

府
・
与
党
は
、
共
済
年
金
の

三
階
（
職
域
）
部
分
廃
止
後
は
退

職
給
付
水
準
の
比
較
で
は
民
間
に

比
べ
２
４
１
万
６
千
円
ほ
ど
下
回

る
水
準
と
な
り
「
官
民
均
衡
の
観

点
か
ら
、
民
間
と
の
較
差
を
埋
め

る
措
置
が
必
要
」
等
と
す
る
人
事

院
報
告
を
無
視
し
て
、
民
間
の
企

業
年
金
に
相
当
す
る
べ
き
新
三
階

部
分
を
創
設
し
な
い
ま
ま
、
共
済

年
金
を
廃
止
し
厚
生
年
金
に
統
合

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

恩
給
部
分
の
一
部
も
縮
減

ま
た
、現
受
給
者
の
う
ち
、共
済

制
度
発
足（
地
公
は
１
９
６
１
年
、

国
公
は
１
９
５
９
年
）
以
前
か
ら

入
職
し
て
年
金
の
一
部
を
旧
恩
給

分
と
し
て
国
・
自
治
体
の
財
政
の

「
追
加
費
用
」か
ら
受
け
と
っ
て
い

る
人
の
、
こ
の
分
に
相
当
す
る
額

を
最
大
２７
％
（
た
だ
し
、
共
済
部

分
を
含
め
て
全
体
支
給
額
の
１０
％

を
超
え
ず
、
最
低
２
５
０
万
円
を

保
証
す
る
）縮
減
す
る
措
置
も
、今

年
度
か
ら
実
施
す
る
。
こ
の
こ
と

は
４
・
２８
閣
議
決
定
に
含
ま
れ
て

い
た
が
、
来
年
に
先
送
り
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
観
測
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
政
府
は
最
終
的

に
今
年
度
実
施
に
踏
み
切
っ
た
。

な
お
、
職
域
加
算
分
に
代
わ
る

新
三
階
部
分
に
つ
い
て
は
、
人
事

院
調
査
の
官
民
較
差
２
４
１
万
円

を
下
回
る
水
準
で
創
設
す
る
こ
と

が
、
来
年
７
月
の
参
議
院
選
挙
後

に
政
府
与
党
で
検
討
さ
れ
る
可
能

性
は
あ
る
。

安
倍
政
権
、企
業
優
遇
の
税
制
を
推
進

庶
民
へ
の
増
税
を
代
償
に

新
三
階
部
分
な
し
で
共
済
年
金
廃
止

２
０
１
０
年
に
厚
生
年
金
に
統
合
法
案

日本の高齢者の数は６５歳以上が約２７００万人、そのう

ち７５歳以上が約１２００万人である。比率にすると６５歳以

上が２１％、７５歳以上が約１０％である。特に７５歳以上の

比率は１９５０年以降一貫して上昇している。長寿と高齢

化とは、同じ意味ではない。高齢者の数が増える事と

長生きとは区別しておくほうがよい。なぜこんなこと

を強調するのかというと、長寿地域と称する地域が高

齢化のすすんだ単なる過疎地域に過ぎないことがよく

あるためである。また、長寿仮説をめぐっては数々の

伝説的話や不明瞭な情報が氾濫し、高齢者の健康管理

に少なからぬ混乱が繰り返し起きているようである。

百歳の人がテレビに出る時代

戦前は日本人の平均寿命は５０歳にも達していなかっ
たが、戦後は平均寿命が急激に伸び、今や世界有数の
長寿国となった。女の平均寿命は８５歳、男が７８歳であ
る。平均寿命は今後とも伸びると考えられており、高
齢者や長寿に対するこれまでの概念や一般的常識は修
正をせまられている。平均寿命が５０歳の時代には、高
齢者といえば５５歳以上、長寿といえば７５歳以上でも社
会的に通用したかもしれない。しかし、現在は高齢者
を６５歳以上とすべきかどうかについて再検討すべき時
期に来ていると思う。百歳のおばあさんがテレビの番
組や宣伝に出る時代になった現在、高齢者とは何歳か
らを呼べばいいのか難しい。長寿についても２０年前ま
では、９０歳以上が長寿者と一般的には考えられていた
が、これについても現状に合っているかどうか疑問で
あろう。長寿というと百歳以上の時代になったのでは
なかろうか。１００歳以上の高齢者が厚生労働省の報告
によると日本には約２万８千人いる。男が約４千人、
女が２万４千人である。１００歳以上の長寿者の推移は、
１９６３年が１５０人、１９８１年に千人を超え、１９９８年に１万
人、２００３年に２万人、このまま増加すれば、２００７年に
は３万人を突破することはほぼ間違いなさそうであ
る。人間の限界寿命は１１０歳程度と考えられているが、
現在の医学常識を超える超長寿者が本当に現れるかも
しれない。

長寿の沖縄

長寿の地域として、世界的にも日本的にも注目され
てきたのが沖縄県である。平均寿命は、女が最長であ
り、６５歳の平均余命（６５歳以降、何年余命があるかの
推計値）は男女とも日本で最長である。人口１０万人当
たりの１００歳以上の高齢者の数が最も多いのも沖縄で
ある。沖縄の長寿の医学的な根拠は脳卒中、心臓病、
がんによる死亡率（年齢調整死亡率という統計で都道
府県を比較したものによる）が全国で最も低いことで
あった。沖縄の長寿は最近始まったものではなく、戦
前からも平均寿命が長く伝統的な長寿地域といってよ
いであろう。それも県内の一部地域だけでなく全県的
な特徴である。東京などの場合は都内のなかで著しい
平均寿命の差があるが、沖縄の場合異なるのである。
沖縄がなぜ注目されてきたのかは、これらの理由によ
るものである。沖縄の長寿から学ぶべきことは多々あ
るが、筆者の研究経験からすると、これまでの医学的
常識と必ずしも一致しないところもある。筆者は以
前、東京都老人総合研究所で沖縄の長寿研究に関わっ
てきた。

肉の消費量が多い

沖縄の某村に筆者らが入って驚いたのは本土の高齢
者に比べて明るいことであった。一人暮しが多数いる
が、高齢者に暗さがなく自立している。仲間意識が強
く、隣近所の高齢者との往来が盛んで、ゲートボール
はもとより沖縄舞踊、沖縄民謡を一緒に踊って歌い、
語り合う。仕事も農業に従事するものが多く半分近い
高齢者が働いている。９０歳、１００歳になっても労働に
喜びを覚え、地域社会の一員としての役割を担おうと
する姿勢をもち、現役を引退したような態度は感じら
れなかった。よく働くが、マイペースでのんびりして
いる。仕事を周囲の高齢者と一緒にするのも生き甲斐
であり、農作物を子供や近所の人と分かちあうのも楽
しみなのである。経済的理由だけから仕事をしている
わけではなく、自分達の住み慣れた郷土の土地を捨て
たくないという気持ちを持ち続けていた。高齢者の体
形は腰の曲がった人が少ない。小太り気味の人が比較
的多くやせた人が少ない。顔は日焼けして、色つやが
良く、シワが少ないことも特徴である。歩き方もしっ
かりしている人が多く、百歳高齢者といえども自分で
歩いて健康診断会場にくる。本土に比べ、歴年齢より
１０歳以上は若くみえる高齢者が相当数見受けられた。
この村は人口３千５百人の村であったが、寝たきりや
認知症の高齢者は１０人以下であった。寝たきりや認知
症の多い地域には長寿者は少なく、寿命も短い。日本
においては、寝たきりと認知症の最大の疾患は脳卒中
であるともいわれているが、脳卒中の発症が少ないの
も沖縄の特徴である。食事の特徴は、肉を好んで食べ
ることである。沖縄料理では豚がよく使われる。食べ
る肉の量も本土の高齢者の２倍近い５０グラム程度であ
った。沖縄は食肉の世帯消費量が日本で最も多く、冠
婚葬祭には必ず豚肉料理が出てくる。沖縄の長寿は高
齢者の健康管理についての考え方に対して、多くの示
唆に富んだヒントを与えていると考えられる。

長寿と寿命
について

考える
自治労顧問医師

上野 満雄

●http://www.jichiro.gr.jp/・・・・２００７年１月４日 ［旬刊（１の日発行）・１９５４年４月１７日第三種郵便物認可］号外（３）
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(注3）上記掛金には、１ヵ月あたり、Ａタイプ５０円、Ｂタイプ１００円の制度運営費が含まれています。 

7

2006年6月19日時点 
既応1カ年の保険金支払い実績 

1,691

217,861,809

保険金をお支払いした場合、損害発生後の保険金額は、保険金額から損害保険金を控除した残額となります。 
重複する他の保険契約がある場合、保険金の支払いが按分されます。 

東京海上日動火災保険株式会社 
自動振替にてご継続頂きますと、次年度以降自動継続となります。 安心総合共済は、普通傷害保険、交通傷害保険、家族傷害保険、携行品一式特約付帯動産総合保険のペットネームです。 
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未加入会員の方は、是非ご加入を！パンフレット請求は、各退職者会もしくは自治退サービスまで。

（引受保険会社）東京海上日動火災保険株式会社 （取扱代理店）有限会社自治退サービス
〒１０２－００８５ 東京都千代田区六番町１ 自治労会館 ２F
電話（０３）３２３９－５８８０

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－５１大手町ファーストスクエアWEST １１F
電話（０３）５２２３－２５８２ 広域法人部 法人第二課

・・・・２００７年１月４日 ［旬刊（１の日発行）・１９５４年４月１７日第三種郵便物認可］号外（４）
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